
通所介護・宿泊サービス 重要事項説明書 

 

１ 当センターが提供するサービスについての相談窓口 

電 話  ０５９７－３７－４１６５ 

担 当  東 絵美 

※ご不明な点は何でもおたずねください。 

２ あいあいの丘デイサービスの概要 

(１) 提供できるサービスの種類 

施 設 名 称      
特定非営利活動法人あいあい 

あいあいの丘デイサービス 

所 在 地 三重県尾鷲市矢浜四丁目１番４６号 

介護保険指定番号 ２４７１０００４８５（通所介護） 

サービスを提供する

対象地域 

通所介護 

宿泊サービス 

尾鷲市、紀北町 

上記地域以外の方でもご相談ください。 

(２) 同センターの職員体制    令和 ７年１１月 １日 現在 

＜通所介護・介護予防＞ 

職  種 常 勤 非常勤 備  考 

管 理 者 １名  介護職員と兼務 

生活相談員 ２名 ２名 内３名介護職員と兼務 

介護職員 ５名 １２名 

内１名管理者と兼務 

内３名生活相談員と兼務 

内１名宿泊サービス介護職員と兼務 

看護職員  １０名 内３名機能訓練指導員と兼務 

機能訓練指導員  ５名 内３名看護職員と兼務 

 ＜宿泊サービス＞ 

職  種 常 勤 非常勤 備  考 

責任者 １名   

介護職員  １０名  

(３) 利用定員・営業時間 

 
通所介護 宿泊サービス 

利用定員 ３０名 ５名 

休業日 
8／13～8/15、12／30～1／3（但

し、要相談） 
なし 



営業時間 午前8時30分～午後17時30分  

提供時間 午前9時～午後5時 
午後5時～ 

翌午前9時 

(４) 同センターの設備概要 

食堂兼機能訓練室 114.46㎡ 相談室 １室 

浴 室 
一般浴と特浴がありま

す。 

静養ベッド ２床 

送迎車 ４台 

３ サービス内容 

サービス開始前に利用者の方やご家族、ケアマネジャー等とよく話し合い内容を決定します。「ケア

の三原則（自己決定・能力の活用・生活の継続性）」を守り、利用者の自立した生活に向け援助します。 

＜通所介護＞ 

① 送迎：送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービス、移動、移乗介助等を行います。送迎エ

リア外利用者はご相談ください。 

② 食事：栄養士が作成する献立を調理し、利用者の方の希望・好みに合せた食事を提供します。

治療食はご相談下さい。 

③ 入浴：利用者の状態に合せ一般浴、特浴を提供します。 

④ 排泄：利用者の状態に合わせてトイレ介助、オムツ交換等の援助を行います。 

⑤ 機能訓練：日常生活を営むのに必要な機能の低下を防ぐためのサービスを提供します。 

⑥ 趣味活動：利用者の希望に添って諸活動を行います。 

⑦ 生活相談：利用者及びその家族の日常生活における介護、環境整備、手続き等に関する相談、

助言を行います。 

＜宿泊サービス＞ 

① 送迎（通所介護利用日以外） 

② 食事の提供 

③ 就寝・起床・排せつ等の介助 

④ 健康状態の確認 

４ 利用料金 

（１） 利用料（自己負担１割の場合） 

  ① 介護保険サービス 

   ＜通所介護の場合＞ 

   利用料は給付費の１割又は２割又は３割で、下記のとおりです。但し、介護保険の給付の範囲

を超えたサービス利用は5,045円/日（内625円昼食代）時間外利用は１時間当たり1,200円となり

ます。 

基本料金 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２時間以上３時間未満 ２７２円 ３１１円 ３５１円 ３９２円 ４３２円 

３時間以上４時間未満 ３７０円 ４２３円 ４７９円 ５３３円 ５８８円 

４時間以上５時間未満 ３８８円 ４４４円 ５０２円 ５６０円 ６１７円 

５時間以上６時間未満 ５７０円 ６７３円 ７７７円 ８８０円 ９８４円 

６時間以上７時間未満 ５８４円 ６８９円 ７９６円 ９０１円 １，００８円 

７時間以上８時間未満 ６５８円 ７７７円 ９００円 １，０２３円 １，１４８円 



８時間以上９時間未満 ６６９円 ７９１円 ９１５円 １，０４１円 １，１６８円 

 

加算料金 昼食代 ６４５円／回 

入浴加算 ４０円／日 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ２２円／日 

送迎減算   －４７円／片道 

同一建物減算（サ高住のみ） －９４円／日 

若年性認知症利用者受入加算 

（対象者のみ） 
６０円／日 

高齢者虐待防止措置実施の有無：基準型 

業務継続計画策定の有無：基準型 

介護職員等職員処遇改善加算Ⅰ １ヶ月利用料合計の９．２％ 

備 考 ・送迎代は基本料金に含まれます。（実施地域以外の送迎代は除く） 

・上記基本料金は１日分の利用料で、１割負担の場合です。 

   ＜宿泊サービス＞ 

宿泊費 一泊 ２，２００円 

食 費 朝食 ４７０円 

昼食 ６４５円 

夕食 ６４５円 

洗濯料金（必要に応じ） １回 １１０円 

※送迎代  実施地域を超えた地点から片道１キロメートルごとに３０円いただきます。なお、 

車輌に限りがあり、対応できない場合もありますのであらかじめご了承ください。 

＊介護度等変更により金額が変更になった場合は、重要事項説明書別紙にて署名をお願いします。

なお、加算が変更した場合は文書にてお知らせします。 

５ サービスの利用方法 

(１) サービスの利用開始 

まずは、お電話等でお申し込みください。職員がお伺いいたします。サービス提供が決まり

ましたら、契約を結び、通所介護計画・宿泊サービス計画を作成して、サービスの提供を開始

します。すでに契約しているケアマネジャーがおられる場合は、当事業所と契約をする前にケ

アマネジャー等とご相談ください。 

(２) サービスの終了 

  ① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

    サービスを終了する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

  ② 自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

  ・ 利用者が介護保険施設に入所した場合。但し、１年以内に利用者が介護保険施設を退所し

再び居宅において日常生活を営む状況になった場合は、利用者と事業所の双方の合意によ

り契約の継続が出来るものとします。 

  ・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）となっ

た場合。 

  ・ 利用者がお亡くなりになった場合。 

 ③ その他 

  ・ 当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者

やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、またはやむを得ない事情によ

り、当センターを閉鎖または縮小する場合、利用者は文書で解約を通知することによって即



座にサービスを終了することができます。 

  ・ 利用者が、サービス料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもか

かわらず15日以内に支払わない場合、または利用者やご家族などが当センターや当センター

のサービス職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知す

ることにより、即座に契約を終了させていただく場合がございます。 

６ 当センターの通所介護の特徴等 

(１) 運営の方針 

 事業の実施にあっては、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めます。また、利用者のもっている能力に応じた、自立した生活ができるよ

うに援助いたします。当法人の持つ様々な機能を生かして、利用者の生活を援助します。 

 職員を対象にした研修会、学習会等を実施し、サービスの向上に努めます。 

(２) サービス利用にあたっての留意事項 

① 送迎時間につきましては、あらかじめ利用者の方と相談し連絡いたします。行事等を実施

する時は通常の送迎時間と異なる場合がありますのでご注意下さい。 

② 食事のみのキャンセルはあらかじめご相談ください。 

③ ケアプラン等に基づいた時間でのご利用になりますが、変更を希望される方は、ご相談く

ださい。 

７ 緊急時の対応方法 

 サービスの提供中に容体の変化等があった場合、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親

族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。 

８ 事故発生時の対応 

  利用者に対する通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に

係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  また、利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行います。事故に備えて下記の損害賠償保険に加入しています。 

  損害保険会社名：あいおいニッセイ同和損保 

９ 非常災害対策 

①  事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組み

を行います。 

防火管理に関する担当者 尾上 友康 

②  非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知します。 

③  定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。（毎年２回 ５月・１０月） 

④  訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

10 虐待防止 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとお 

り必要な措置を講じます。 

 ① 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

 虐待防止に関する担当者 管理者 東 絵美 

 ② 虐待防止のための対策を検討する委員会を年１回以上定期的に開催し、その結果について従



業者に周知徹底を図っています。 

  ③ 虐待防止のための指針の整備をしています。 

  ④ 従業者に対して、虐待を防止するために年１回以上定期的な研修を実施するとともに新規採

用時には必ず実施します。 

  ⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等） 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しま

す。 

11 身体拘束について 

  事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがあ

る場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利

用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うこと

があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。ま

た事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

① 緊急性…直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶ 

   ことが考えられる場合に限ります。 

② 非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを  

 防止することができない場合に限ります。 

③ 一時性…利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、  

直ちに身体拘束を解きます。 

12 衛生管理等について 

（１） 利用者の使用する施設、食器その他設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講じます。 

（２） 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね３

月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。 

13 業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護・宿泊サービスの提供を継続的

に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定

し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

14 サービス内容に関する苦情 

 通所介護・宿泊サービスに関する相談、要望、苦情等は下記の相談窓口担当までお申し込みくだ

さい。 

あいあいの丘デイサービス   担当 東 絵美 

電 話 ０５９７－３７－４１６５  ＦＡＸ ０５９７－３７－４１８８ 

  受付時間 午前９時～午後５時（月曜日～金曜日） 

 当事業所以外に、下記の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。 



紀北広域連合  電話 ０５９７－３５－０８８８ 

三重県国民健康保険団体連合会苦情窓口  電話 ０５９－２２２－４１６５ 

尾鷲市福祉保健課 電話 ０５９７－２３－８２０１ 

紀北町福祉保健課 電話 ０５９７－４６－３１２２ 

15 ハラスメント等 

  事業所は、適切な通所介護・宿泊サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるも

のとします。 

16 法人の概要 

  法 人 名 称  特定非営利活動法人あいあい 

  代 表 者         理事長 湯浅しおり 

  法人本部所在地  三重県尾鷲市矢浜一丁目１５番４５号 

  電 話 番 号         ０５９７－２３－３００７ 

  法 人 設 立         平成１２年１２月 

 

令和   年  月  日 

 

  通所介護・宿泊サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重

要な事項を説明しました。 

                   

                    事業所 

                    所在地  三重県尾鷲市矢浜四丁目１番４６号 

                    名 称  あいあいの丘デイサービス 

                    説明者氏名              

 

  私は、契約書および本書面により、事業所から通所介護・宿泊サービスについて重要事項の説明

をうけました。 

   

利用者氏名               

 

                    代筆者氏名            （続柄     ） 

 

 


